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豊浦小学校 いじめ防止基本方針（案） 
                              令和６年４月１日策定 

 

１ いじめの定義 

いじめとは、いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）第２条で、「児童等に対して、

当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係（※１） にある他

の児童等が行う心理的又は物理的な影響（ ※２ ） を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む。） であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じてい

るもの」と定義されている。 

この定義を踏まえた上で、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かについては、表面的・

形式的ではなく、いじめを受けた児童生徒の立場に立って判断する。また、いじめには多く

の態様がある（※３）ことから、いじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛

を感じているもの」との要件を限定的に解釈することがないよう努める。 
 

※１ 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、

塾やスポーツクラブ等、当該児童生徒が関わっている仲間や集団（ グループ） など、当

該児童生徒と何らかの人的関係を指す。 

 

※２ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なこ

とを無理矢理させられたりすることなどを意味する。 

 

※３ 具体的ないじめの態様の例 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

・仲間はずれ、集団による無視をされる。 

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。  

・金品をたかられる。 

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

（ ※ １ ～ ※ ３ は、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」による。） 

 

 

２ いじめ防止のための取組の基本方針 

 

  

 

 

  初期対応の基本 

   ○さ…最悪を想定して ○し…慎重に ○す…素早く ○せ…誠意をもって ○そ…組織で対応 

○いじめを生まない学校づくり、学級づくり、人間関係づくり 

 ○いじめ、トラブルの早期発見、即時対応・解決 
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３ いじめ防止対策のための組織 

 

（１）いじめ対策に向けた中核となる常設の組織「いじめ・不登校対策委員会」 

ア 校長 イ 教頭 ウ 生活指導主任 エ 教務主任 オ 該当学年担任 

 

（２）いじめ対策に向けて全職員で共働体制を図る組織「拡大いじめ・不登校対策委員会」 

 

（３）日常的にいじめ問題等、生徒指導上の課題に関して対応する組織 「生活指導部会」 

 

（４）必要に応じて組織の構成員、諮問機関となる外部専門家等 

ア 新発田市のＳＳＷ イ 主任児童委員  ウ 心理福祉の専門家 エ 医師 オ 弁護士 

 

（５）組織の役割 

① 学校基本方針の取組の実施、具体的な年間指導計画の作成・実行・検証・修正 

② いじめの相談・通報の窓口 

③ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有 

④ いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議の実施、いじめの情報迅速な共有、関係児 

童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定、保護者との連携した対応 

  ⑤ いじめの認知は、特に、事実関係の把握、いじめであるか否かの判断は組織的に行うこと 

が必要であり、当該組織が、情報の収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、

ささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、抱え込まずに、又は対応不要であると個人で判

断せずに、直ちに全ての当該組織に報告・相談する。 

 

 

４ いじめ防止に係る措置 

 

（１）いじめの防止 

① いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に、いじめに

向かわせないための未然防止の取組として、児童が自主的にいじめの問題について考え、

議論すること等のいじめの防止に資する活動に取り組む。 

② 未然防止の基本は、児童が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態

度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。 

③ 児童に対して傍観者とならず、学校いじめ対策組織への報告をはじめとするいじめを止め

させるための行動をとる重要性を理解させるよう努める。 

④ 集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、互いを認め合える人間関係・学校風土

をつくる。 

 

（２）早期発見 

① いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行わ

れたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員
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は認識する。 

② ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関わ

りをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知し、管理職

にもれなく報告・相談する。 

③ 日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化や危険信号を見逃さな 

いようアンテナを高く保つ。また、児童の担任以外であっても児童の変化等を敏感に察知

し、管理職に報告・相談する。 

④ 学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、児童がいじめを訴えやすい体 

制を整え、いじめの実態把握に取り組む。 

 

（３）いじめ通報窓口 

  ① 児童、保護者のいじめ通報は、豊浦小学校職員全てが受け付けること、話しやすい職員に 

通報してよいことを年度初めに周知する。 

  ② 新発田市教育委員会学校教育課２２―９５３２教育相談係を相談窓口として周知する。県 

からの通知に基づき、新潟県等の相談窓口について周知する。 

 

（４）いじめに対する措置 

① 法第23条第１項は、「学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に 

応じる者及び保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事 

実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報そ 

の他の適切な措置をとるものとする。」としており、学校の教職員がいじめを発見し、又 

は相談を受けた場合には、速やかに、学校に対し当該いじめに係る情報を報告し、学校の 

組織的な対応につなげなければならない。すなわち、学校の特定の教職員が、いじめに係 

る情報を抱え込み、学校いじめ対策組織に報告を行わないことは、同項の規定に違反し得 

る。 

② 各教職員は、学校の定めた方針等に沿って、いじめに係る情報を適切に記録しておく。 

③ 学校いじめ対策組織において情報共有を行った後は、事実関係の確認の上、組織的に対応

方針を決定し、被害児童を徹底して守り通す。 

④ 加害児童に対しては、当該児童の人格の成長を重んじ、教育的配慮の下、毅然とした態度

で指導する。これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・

専門機関との連携の下で取り組む。 

 

 

５ いじめ防止に向けた取組 

 

（１）生徒指導体制 

① いじめ防止に向けた指導内容（指導事項） 

ア スキル面  ：人間関係づくりの指導、コミュニケーション能力の育成 

イ 道徳的態度面：他者への思いやりの醸成、他者との協力関係確立 

② 指導の手立て 

ア 教職員による教育活動・運営活動 
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イ 児童生徒によるいじめ防止に向けた具体的な取組（教育活動） 

 

（２）早期発見・即時対応の在り方 

  ① ささいな変化に気付くために 

ア 毎日の健康観察や出席確認の時などに本人の顔の表情や服装等を意識して観察する。 

イ 職員終会（毎週火曜日）で、児童の情報共有を行う。 

 

（３）教育相談体制 

  ① 質問紙法「心のアンケート」に基づく教育相談 

   ア ６月・1０月に「心のアンケート」を実施し、実態把握及び教育相談を行い早期対応 

   を図る。 

     イ 個別懇談会において、学校と家庭で情報を共有する。 

ウ 緊急性が高い場合は、個別懇談を待たずに、保護者と情報を共有する。 

② 訴えや情報提供等にかかわる教育相談  

訴えなどがあった時点で当該児童の学年担任または生活指導主任、教頭(または訴え者が

希望する職員)が実施（複数人で対応する） 

  ③ スクールカウンセラーやＳＳＷの活用 

  ④ 教育相談実施後の情報共有と迅速な対応 

 

（４）気付いた情報を確実に共有するために 

  ① いじめの認知があった場合は、速やかに被害児童と加害児童の保護者に、いじめの状況及 

び学校の対応を周知する。 

② 対応の手順を明確にして対応する。 

     ア 事実確認（事情聴取等）  

イ 当該児童の保護、および指導 

     ウ 被害・加害双方の保護者連絡  

   エ 事後観察、事後指導 

     オ 状況を勘案し状況に応じた全体指導(学級、学年、全校) 

     カ 経過観察 など 

 

 

６ 校内研修 

 

（１）自校いじめ防止基本方針の理解 

 

（２）いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上  

     いじめ防止推進基本法及び教義第 1924号の２ H30.3.28付通知「いじめ防止対策推進 

に関する調査結果に基づく勧告を踏まえた対応について」等に基づく研修 

 

（３）いじめ・不登校対策委員会における緊急性の高い研修（事例に基づく現状の把握と研修） 
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７ いじめ防止に向けた取組の評価（いつ、どの内容を評価するのか） 

７月、12月の学校評価による、ＰＤＣＡサイクルを機能させた取組の評価 

 

 

８ 家庭・地域への説明及び啓発 

 

（１） 当校ホームページに「いじめ防止基本方針」をアップする。 

 

（２） 「学校と被害・加害双方の家庭が情報を共有すること」「学校の通報窓口については、担

任にかかわらず、一番相談しやすい職員誰にでも通報してよいこと」を周知する。 

 

 

９ 重大事態への対処 

 

（１）重大事態の意味 

  ① いじめにより在籍児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めると

き 

ア 児童が自殺を企図した場合     イ 身体に重大な傷害を負った場合 

ウ 金品等に重大な被害を被った場合  エ 精神性の疾患を発症した場合 など 

  ② 年間30日を目安とする欠席があるとき 

ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわら 

ず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。 

  ③ 児童や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったとき 

  ※１ 学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとして

も、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。 

※２ 児童又は保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性

があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留

意する。 

 

（２）重大事態の報告 

 

 

 

①  不登校重大事態については、欠席 30日になる前、重大事態に至る相当前の段階から管理

職に報告・相談する。 

② いじめの申し立てがあったとき、管理職は事故速報を市教委にあげる。 

③ 状況に即して「子どもと共に１・２・３運動」の励行 

（欠席１日目…家庭連絡  ２日目…状況把握  ３日目…家庭訪問） 

 

 

重大事態発生 学校→市教育委員会→新発田市長 

＊学校を設置する地方公共団体の長への報告義務あり 

 

＊学校を設置する地方公共団体の長への報告義務あり 
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 （３）調査の主体について 

  ① 学校が主体となって行う場合（基本的には学校が主体となって調査を行う） 

  ② 市教育委員会が主体となって行う場合 

     ＊学校主体の調査では重大事態への対処及び同種の事態の発生防止に必ずしも十分な結 

果を得られないと判断する場合、学校の教育活動に支障をきたす場合 

 

（４）調査を行う組織 

  ① 重大事態にかかる調査を行うために速やかに組織を設ける。 

  ② 学校における「いじめ防止等の対策のための組織」を母体として、重大事態の性質に応じ

て、市教育委員会の指導助言のもと適切な専門家を加える。 

  ③ この組織の構成については、公平性・中立性を確保するために当該いじめ事案の関係者と 

直接人間関係または特別な利害関係を有しない（第三者）参加を図る。 

（例：市教育委員会ＳＳＷ 市担当弁護士 学識経験者 精神科医 職能団体等） 

 

（５）事実関係を明確にするための調査の実施 

  ① 客観的な事実関係を速やかに調査する。 

  ② 「事実を明確にする」ために 

ア いじめ行為が、「いつ」「誰から」「どのような態様であったか」「いじめの背景」「児童

生徒の人間関係にどのような問題があるか」「学校・教職員がどのように対応したか」を

網羅的に明確にする。 

  ③ いじめられた児童から聴き取りが可能な場合 

    ア いじめられた児童、在籍児童、教職員から質問紙調査、聴き取り調査を十分に行う。 

    イ いじめられた児童、情報提供をしてくれた児童生徒を守ることを最優先する。 

    ウ いじめられた児童には継続的な心のケアを行い、落ち着いた生活復帰の支援や学習支

援等をする。 

  ④ いじめられた児童から聴き取りが不可能な場合 

    ア 当該児童の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に保護者と今後の調査について

協議し調査に着手する。調査方法としては、在籍児童生徒や教職員に対する質問調査

や聴き取り調査などを行う。 

 

（６）調査結果の提供及び報告 

  ① いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任 

    ア いじめを受けた児童やその保護者に対して事実関係について説明する。この情報提供

に当たっては、適時・適切な方法で経過報告をする。 

（ア） いじめ行為がいつ   

（イ） 誰から   

（ウ） どのような態様で  

（エ） 学校がどのように対応したか 

     イ 他の児童のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮して適切 

に提供する。 

    ウ 質問紙調査の実施によって得られたアンケートは、いじめられた児童生徒、その保護 
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      者に提供する場合があることを念頭におく。調査を行う際には、その旨を調査対象と 

なる在校生やその保護者に説明をする。 

    エ 調査を行う際には、調査方法と内容項目及び情報提供の内容・方法・時期等について 

      市教育委員会と協議し、必要な指導及び支援を受ける。 

② 調査結果の報告 

  ア 調査結果については、市教育委員会をとおして、新発田市長に文書で報告する。 

   イ いじめを受けた児童またはその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童また 

は、その保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて、市教 

育委員会をとおして、新発田市長に送付する。 

 

（７）学校のいじめ防止基本方針の内容を児童、保護者、地域に周知し、保護者や地域といっそう 

連携していじめ防止の取組や啓発活動を推進していく。 

①豊浦地区青少年健全育成協議会との連携 

②豊浦小学区防犯協議会との連携 

③豊浦小学校学校評議員会との連携 

④民生委員児童委員との連携 
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１0 いじめ問題への組織的対応図 

 

 

 

 

                        ※速やかに管理職に報告する。 

 

 

 

 

いじめ不登校対策委員会設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１１ 計画の見直し 

本計画は児童の実態などに応じ、全ての教職員が関わっているか等、指導体制や実効性等の観 

点から、適時適切に見直すものとする。 

 

学校・家庭・地域からの児童のいじめの疑い

発見及び、情報提供 

発見・情報を得た教職員 

いじめ発見及び疑いの場で「やめさせる」 

生活指導主任 管理職 教育委員会 学年担任 

全学校教職員への周知 

拡大いじめ不登校対策委員会設置 

保護者との情報共有・連携 児童への指導・支援

教育委員会 

経過観察 

解消 

情報の引継 

「心のアンケート」による 

いじめの疑い発見 

解消の要件（少なくとも２つを満たす） 
①いじめに係る行為がやんでいること
（少なくても３ヶ月） 

②被害者が心身の苦痛を感じていない

（被害者及びその保護者に確認） 


